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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にフッ素添加カーボン膜からなる絶縁膜を成膜する工程と、
　前記絶縁膜に凹部を形成する工程と、
　チタン板をスパッタすることにより前記凹部内に第１の膜を成膜する工程と、
　前記第１の膜の表面にタンタルからなる第２の膜を成膜する工程と、
　その後前記凹部内に銅配線を形成する工程と、
　しかる後、前記基板の熱処理を行うことにより、前記第１の膜に含まれるチタンと前記
絶縁膜に含まれる炭素とを反応させて、フッ化チタンの生成を抑えながら前記第１の膜と
前記絶縁膜との間に炭化チタン膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項２】
　前記炭化チタン膜を形成する工程は、前記基板を４００℃に加熱する工程であることを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第２の膜を成膜する工程は、タンタル板をスパッタすることにより行われることを
特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、フッ素添加カーボン膜を絶縁膜例えば層間絶縁膜として用い、この絶縁膜に
銅配線を形成するにあたり、絶縁膜と銅配線との間にフッ素及び銅の拡散を防止するバリ
ア膜を形成した半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高集積化を図るために多層配線構造が採用されているが、微細化及び高集
積化の進展に伴い、配線を通る電気信号の遅延（配線遅延）がデバイスの動作の高速化に
対して問題となっている。この配線遅延は、配線の抵抗と配線間の容量の積に比例するこ
とから、配線遅延を短縮するために、電極配線材料の低抵抗化と、各層間を絶縁する層間
絶縁膜の低誘電率化を図ることが要求されている。このため、配線材料としては、低抵抗
の銅（Ｃｕ）が好適な材料として使用されている。
【０００３】
　しかし、銅は拡散しやすい元素であり、銅の拡散によって層間絶縁膜中の絶縁性が低下
することなどから、銅配線と層間絶縁膜との間には、銅の拡散防止のためのバリア膜を介
在させることが必要である。　
　特許文献１には、銅の拡散を防止するためのバリア膜として、タンタル（Ｔａ）や窒化
タンタル（ＴａＮ）などが記載されている。
【０００４】
　一方、層間絶縁膜としては、比誘電率を低くする要請から、シリコン、炭素、酸素及び
水素を含む膜（ＳｉＣＯＨ膜）が注目されているが、本発明者らは、ＳｉＣＯＨ膜よりも
さらに比誘電率が低い、炭素（Ｃ）及びフッ素（Ｆ）の化合物であるフッ素添加カーボン
膜（フロロカーボン膜）の採用を検討している。しかし、このフッ素添加カーボン膜は、
加熱によってフッ素が脱離しやすい性質を持っている。
【０００５】
　ところで、この半導体装置は、デバイスの完成後、内部の結晶の欠陥を安定化させるた
めに、例えば４００℃程度の熱処理が行われる。銅配線から絶縁膜への銅の拡散を抑える
ためのバリア膜として、タンタル膜を用いている場合には、熱処理によってフッ素添加カ
ーボン膜からフッ素がタンタル膜中に拡散して、フッ化タンタル（ＴａＦ５）が生成する
。このフッ化タンタルは、蒸気圧が高く、上記の熱処理中に蒸発してしまい、タンタル膜
の密度が低下して銅に対するバリア性能が低下すると共に、シート抵抗が増加し、またフ
ッ素添加カーボン膜とタンタル膜との密着性も悪くなる。このことから、薄膜でありなが
ら銅及びフッ素の拡散を防止するバリア膜が望まれている。特許文献２には、フッ素添加
カーボン膜について記載されているが、上記の課題及び解決方法については触れられてい
ない。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１０９１３８
【特許文献２】特開２００５－３０２８１１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はこのような事情の下になされたものであり、その目的は、フッ素添加カーボン
膜を絶縁膜例えば層間絶縁膜として用い、この絶縁膜に銅配線を形成するにあたり、絶縁
膜と銅配線との間におけるフッ素及び銅の拡散を抑えて半導体装置の特性の低下を抑える
ことのできる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の半導体装置の製造方法は、
　基板上にフッ素添加カーボン膜からなる絶縁膜を成膜する工程と、
　前記絶縁膜に凹部を形成する工程と、
　前記凹部内にチタンからなる第１の膜を成膜する工程と、
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　前記第１の膜の表面にタンタルからなる第２の膜を成膜する工程と、
　その後前記凹部内に銅配線を成膜する工程と、
　しかる後、前記基板の熱処理を行うことにより、前記第１の膜に含まれるチタンと前記
絶縁膜に含まれる炭素とを反応させて、フッ化チタンの生成を抑えながら前記第１の膜と
前記絶縁膜との間に炭化チタン膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする。前記炭化
チタン膜を形成する工程は、前記基板を４００℃に加熱する工程であっても良い。また、
前記第２の膜を成膜する工程は、タンタル板をスパッタすることにより行われる工程であ
っても良い。

【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、フッ素添加カーボン膜を絶縁膜例えば層間絶縁膜として用いるにあた
り、絶縁膜と銅配線との間に、絶縁膜側にはフッ素の拡散を抑えるためのチタンからなる
第１の膜を成膜して、銅配線側には銅の拡散を抑えるためのタンタルからなる第２の膜を
成膜して、第１の膜と第２の膜とからなるバリア膜を形成するようにしているため、絶縁
膜と銅配線との間におけるフッ素及び銅の拡散を抑えることができ、またバリア膜の膜減
りも抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の半導体装置の製造方法の実施の形態として、多層配線構造を製造するための基
板において、絶縁膜内に金属例えば銅からなるｎ（ｎは１以上の整数）番目の配線層の上
に（ｎ＋１）番目の配線層を形成する場合を例にとって説明する。図１（ａ）は、絶縁膜
であるフッ素添加カーボン膜（以下「ＣＦ膜」という）６０内にｎ番目の配線層であるＣ
ｕ配線６１が形成された基板例えば半導体ウェハ（以下ウェハ）Ｗの表面構造の概略を示
している。この例では、ｎ番目の回路層の表面に、当該ｎ番目のＣｕ配線６１から次段の
（ｎ＋１）番目の層間絶縁膜（ＣＦ膜７０）に銅が拡散しないようにするために、絶縁膜
例えばＳｉＮ膜からなるバリア膜６４が形成されている。
【００１２】
　この実施の形態では、後述の通り、炭素とフッ素とを含む化合物の成膜ガス例えばＣ５

Ｆ８ガスをプラズマ化し、ウェハＷが載置されている雰囲気をプラズマ雰囲気にすること
により、Ｃ５Ｆ８ガスから生成した活性種がウェハＷの表面に堆積して、図１（ｂ）に示
すようにＣＦ膜７０からなる層間絶縁膜が例えば２００ｎｍの膜厚で成膜される。
【００１３】
　次に、図１（ｃ）に示すように、このＣＦ膜７０に従来の手法例えばフォトレジストマ
スクやハードマスクなどを用いたドライエッチングによって、ダマシン構造のトレンチの
溝とビアホールとからなる凹部７１を形成するが、ここではその説明を省略する。
【００１４】
　その後、図２（ａ）に示すように、ウェハＷの表面にバリア膜７８の一部をなす第１の
膜であるＴｉ膜７４を例えばスパッタリングにより成膜する。スパッタリングにおいては
、Ｔｉターゲットに対して例えばＡｒ等のイオンを打ち付けることで、Ｔｉターゲットか
らチタンの微粒子が生成して、ウェハＷの表面（ＣＦ膜７０の露出面及びＣｕ配線６１の
表面）に堆積して、Ｔｉ膜７４が成膜される。このＴｉ膜７４は、後述するように、ＣＦ
膜７０のフッ素がＴｉ膜７４の上層側へ拡散することを抑えるバリア機能を有する膜であ
り、例えば膜厚が３～１０ｎｍ程度で十分なバリア機能が得られる。
【００１５】
　次に、図２（ｂ）に示すように、Ｔｉ膜７４の表面に、第２の膜であるＴａ膜７５を成
膜する。このＴａ膜７５は、上述のＴｉ膜７４と同様にスパッタ装置を用いて成膜される
。その膜厚は、５～１０ｎｍ程度であることが好ましい。このＴａ膜７５は、後述するよ
うに、Ｔａ膜７５に接するＣｕ配線７６の銅がＴｉ膜７４側へ拡散することを抑えるバリ
ア機能を有する膜であり、こうしてＴｉ膜７４及びＴａ膜７５によりバリア膜７８が形成
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される。
【００１６】
　その後、図２（ｃ）に示すように、Ｃｕ配線７６が埋め込まれる。このＣｕ配線７６は
、例えば銅を含む有機材料を気化し、このガスを用いてＣＶＤ法により形成しても良いし
、あるいは無電解メッキ法により銅のシード層を形成し、これを電極として用いて電解メ
ッキを行うことにより形成しても良い。次いで、ＣＦ膜７０の上面に成膜されたＴｉ膜７
４、Ｔａ膜７５及びＣｕ配線７６が例えばＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃ
ａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）と呼ばれる研磨により除去されて、（ｎ＋１）層のＣｕ配線
７６が形成される（図３（ａ））。そして、前述の図１（ａ）と同様に、ウェハＷの表面
に絶縁膜例えばＳｉＮ膜からなるバリア膜６４が成膜される（図３（ｂ））。
【００１７】
　そして、上記の図１（ｂ）～図３（ｂ）の工程を繰り返すことによって、所定の階層分
の回路を形成して、半導体装置が完成した後、半導体装置内の結晶の欠陥を終端させて物
性を安定させるため、例えば４００℃の熱処理が行われる。
【００１８】
　上述の実施の形態では、（ｎ＋１）層目について述べると、ＣＦ膜７０とＣｕ配線７６
との間に、第１の膜であるＴｉ膜７４と、第２の膜であるＴａ膜７５とを、ＣＦ膜７０側
からこの順序で積層してバリア膜７８を形成しているため、後述の実験例からも分かるよ
うに、例えば半導体装置を形成した後に行われるアニール処理などの熱処理によってフッ
素がＣＦ膜７０からＴａ膜７５やＣｕ配線７６へ拡散することが抑えられ、更に銅がＣｕ
配線７６からＴｉ膜７４やＣＦ膜７０へ拡散することが抑えられる。このため、熱処理に
よるフッ素とタンタル及び銅との反応が抑えられ、後述の実験例に示すように、フッ素と
タンタル及び銅との反応によるシート抵抗の増加を抑制することができるので、半導体装
置の電気的特性の劣化を抑えることができる。また、Ｔｉ膜７４及びＴａ膜７５は４００
℃程度では化学反応を起こさず、更に合金を形成しない（互いに混じり合わない）ため、
熱処理を受けた後においても上述のバリア性能を保つことができる。
【００１９】
　また、Ｔｉ膜７４及びＴａ膜７５は、各々およそ１０ｎｍ以下と薄く、バリア膜７８全
体の膜厚を２０ｎｍ以下に抑えることができるので、半導体装置の薄層化を阻むおそれも
ない。　
　次に、ＣＦ膜７０を成膜するために好適な成膜装置の一例について図４を参照して簡単
に説明する。同図中の成膜装置１０は、真空チャンバである処理容器１１、温調手段を備
えた載置台１２及び載置台１２に接続された例えば１３．５６ＭＨｚのバイアス用の高周
波電源１３を備えている。
【００２０】
　処理容器１１の上部には載置台１２と対向するように、例えば略円形状の例えばアルミ
ナからなる第１のガス供給部１４が設けられている。この第１のガス供給部１４における
載置台１２と対向する面には、多数の第１のガス供給孔１５が形成されている。第１のガ
ス供給孔１５は、ガス流路１６及び第１のガス供給路１７を介してプラズマ発生用のガス
例えばアルゴン（Ａｒ）ガスなどの希ガス供給源に接続されている。
【００２１】
　また、前記載置台１２と前記第１のガス供給部１４との間には、例えば略円形状の導電
体からなる第２のガス供給部１８が設けられており、この第２のガス供給部１８における
載置台１２と対向する面には、多数の第２のガス供給孔１９が形成されている。この第２
のガス供給部１８の内部には、第２のガス供給孔１９に連通するガス流路２０が形成され
ており、ガス流路２０は、第２のガス供給路２１を介して原料ガスであるＣ５Ｆ８ガスな
どの原料ガス供給源に接続されている。また、第２のガス供給部１８には、第２のガス供
給部１８を上下に貫通するように、多数の開口部２２が形成されている。この開口部２２
は、第２のガス供給部１８の上方で生成したプラズマを第２のガス供給部１８の下方側の
空間に通過させるためのものであり、例えば隣接する第２のガス供給孔１９同士の間に形
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成されている。処理容器１１の下端は、載置台１２を囲むようにリング状に開口しており
、排気管２６を介して真空排気手段２７に接続されている。
【００２２】
　前記第１のガス供給部１４の上方には、例えばアルミナなどの誘電体により構成された
カバープレート２８を介してアンテナ部３０が設けられている。このアンテナ部３０は、
円形のアンテナ本体３１と、このアンテナ本体３１の下端に埋設された平面アンテナ部材
（スリット板）３２とを備えている。平面アンテナ部材３２には、円扁波を発生させるた
めの多数の図示しないスリットが形成されている。これらアンテナ本体３１と平面アンテ
ナ部材３２とは導体により構成されて、扁平な中空の円形導波管を構成している。
【００２３】
　また、アンテナ本体３１と平面アンテナ部材３２との間には、例えばアルミナや酸化ケ
イ素、窒化ケイ素等の低損失誘電体材料により構成された遅相板３３が設けられている。
この遅相板３３は、マイクロ波の波長を短くして前記円形導波管内の管内波長を短くする
ためのものである。
【００２４】
　このように構成されたアンテナ部３０は、同軸導波管３５を介して例えば２．４５ＧＨ
ｚあるいは８．４ＧＨｚの周波数のマイクロ波を発生するマイクロ波発生手段３４に接続
されている。また、同軸導波管３５の外側の導波管３５Ａと中心導体３５Ｂとは、それぞ
れアンテナ本体３１と、遅相板３３に形成された開口部を介して平面アンテナ部材３２と
、に接続されている。
【００２５】
　次に、上記の成膜装置１０を用いたＣＦ膜７０の成膜方法について説明する。先ず、ウ
ェハＷを処理容器１１内に搬入して載置台１２上に載置する。そして、真空排気手段２７
を用いて処理容器１１内を排気して、処理容器１１内に例えばＡｒガスとＣ５Ｆ８ガスと
をそれぞれ所定の流量供給する。そして、処理容器１１内を所定のプロセス圧力に設定し
、載置台１２に設けられた温調手段によりウェハＷを加熱する。
【００２６】
　一方、マイクロ波発生手段３４から周波数が２．４５ＧＨｚの高周波（マイクロ波）を
カバープレート２８と第１のガス供給部１４とを介して、平面アンテナ部材３２に形成さ
れた図示しないスリットから下方側の処理空間に向けて放射する。
【００２７】
　このマイクロ波により、第１のガス供給部１４と第２のガス供給部１８との間の空間に
高密度で均一なＡｒガスのプラズマが励起される。一方、第２のガス供給部１８から載置
台１２に向けて放出されたＣ５Ｆ８ガスは、開口部２２を介して上方側から流れ込んでき
たＡｒガスのプラズマに接触して活性種を生成する。この活性種は、ウェハＷの表面に堆
積して、バリア膜６４上にＣＦ膜７０を形成する。　
　フッ化添加カーボン膜の原料となるガスとしてはＣ５Ｆ８ガスに限らず、ＣＦ４ガス、
Ｃ２Ｆ６ガス、Ｃ３Ｆ８ガス、Ｃ３Ｆ９ガスまたはＣ４Ｆ８ガスなどを用いてもよい。
【００２８】
　尚、Ｔｉ膜７４を成膜するためには、既述の通り、公知のスパッタ装置を用いることが
できる。この装置は、放電によってチタンをスパッタするための金属源としてのＴｉ板を
備えており、Ｔｉ板からチタンの微粒子を発生させて、Ｔｉ膜７４を形成する。
【００２９】
　チタンの微粒子は、非常に活性が高いため、ＣＦ膜７０の表面に堆積した場合にＣＦ膜
７０中の元素（炭素及びフッ素）と反応して炭化チタン及びフッ化チタンを生成する。フ
ッ化チタン（ＴｉＦ４）は、既述のフッ化タンタルと同様に蒸気圧が高いため、この生成
が進行するとＴｉ膜７４の密度の低下やシート抵抗の上昇をもたらす一方、炭化チタンは
蒸気圧が低く安定である。これらの反応は、熱処理例えば既述の半導体装置の完成後のア
ニール処理などによって進行するが、後述の実験例において示すように、炭化チタンが選
択的に生成してフッ化チタンの生成を抑えるため、Ｔｉ膜７４の密度の低下やシート抵抗
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の上昇を抑制することができる。このことによって、Ｔｉ膜７４はフッ素に対して高いバ
リア性を有していると言える。　
　Ｔｉ膜７４は、必ずしもスパッタリングによって形成された膜に限られるものではなく
、他の成膜方法例えば上述の成膜装置１０などを用いて成膜されたものであっても良い。
　続いて、Ｔａ膜７５の成膜が行われる。Ｔａ膜７５を成膜するためには、上述のＴｉ膜
７４と同様に公知のスパッタ装置を用いることができる。
【００３０】
　本発明の半導体装置の製造方法は、ダマシン法に限られず、Ｃｕ配線７６を初めに形成
して、その後Ｃｕ配線７６を囲むようにＣＦ膜７０を形成する手法にも適用できる。
【実施例】
【００３１】
　上述の銅とフッ素とに対するバリア膜としての働きについて、どのような元素が最適で
あるかを確かめるため、以下の実験を行った。実験に用いたＮｏ．１～６のウェハ（以下
、ウェハ１～６という）の構成を図５に示す。これらのウェハ１～６は、実験用のベアシ
リコンウェハであるＳｉ基板８１上に上述の成膜装置１０を用いて膜厚１５０ｎｍのＣＦ
膜８２を成膜して、そのＣＦ膜８２上に各ウェハ毎に各元素を以下の表１に示す膜厚とな
るように形成したものである。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　尚、表１に示した各元素種の成膜には、既述のスパッタ装置を用いたが、その成膜条件
についてはここでは省略する。ただし、表１において２種類の膜を形成した場合（ウェハ
２、４及び６）は、Ｔａ膜８４が上側となるように積層した。
【００３４】
　また、以下の各実験例においてウェハ１～６に対して熱処理を行う場合、以下の条件を
用いた。
【００３５】
　（熱処理条件）
　　熱処理温度　：４００℃
　　熱処理時間　：１５分
　　圧力　　　　：２６６．７Ｐａ（２０００ｍＴｏｒｒ）
　　雰囲気　　　：Ａｒ＝５００ｓｃｃｍ
（実験例１：熱処理によるシート抵抗の変化）
　ウェハ１～６に対して最上層の金属（Ｔａ、Ｎｉ、Ｔｉ等）上に、既述の方法によって
Ｃｕ膜８７（図示せず）を成膜した後、上記の熱処理を施し、大気中に取り出した後、そ
れぞれのウェハのシート抵抗を測定した。
（実験結果）
　熱処理後の各ウェハ１～６のシート抵抗の結果を表２に示した。
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【００３６】
【表２】

【００３７】
　この表から、熱処理によって、ウェハ１及びウェハ５のシート抵抗が大きく増加してお
り、好ましくないことがわかる。ウェハ１については、ウェハ２との比較から、Ｔａ膜８
４はＣＦ膜８２と直接接触するのは良くないことがわかる。この場合、熱処理によってＣ
Ｆ膜８２からＴａ膜８４へフッ素が拡散して、蒸気圧の高いフッ化タンタルが生成し、こ
のフッ化タンタルが蒸発することでシート抵抗が増加したものと考えられる。またウェハ
５については、ウェハ６との比較から、Ｔｉ膜８３はＣｕ膜８７と直接接触するのは良く
ないことがわかる。この場合、熱処理によってＣｕがＴｉ膜中に拡散し、更にはＣＦ膜８
２のフッ素と反応し、シート抵抗の高い化合物が生成したものと考えられる。
（実験例２：熱処理によるＸ線強度の変化）
　ウェハ２、３、４及び６に対して実験例１と同様にＣｕ膜８７を成膜した後、上記の熱
処理を施し、蛍光Ｘ線分析（ＸＲＦ：Ｘ－ｒａｙ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　Ａｎａｌ
ｙｓｉｓ）により、各金属のＸ線強度を測定して、熱処理前後の各金属膜中の金属原子数
の比を求めた。
（実験結果）
　熱処理前後の各金属の原子数の比を表３に示す。
【００３８】

【表３】

【００３９】
　この結果、熱処理によって、ウェハ２及びウェハ４のＴａの原子数が減少しており好ま
しくないことがわかる。ウェハ２のＴａＮ膜８６、ウェハ４のＮｉ膜８５は、ＣＦ膜８２
からのフッ素を僅かながら透過させ、Ｔａ膜８４においてフッ化タンタルが生成しこれが
蒸発したものと考えられる。この際、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）にて測定した結果、Ｓｉ基板８１上に
堆積した膜の全体的な膜厚は変わっていないため、減膜は発生しておらず、単に膜中の元
素が抜けたものと考えられる。
（実験例３：元素分析）
　次にウェハ３、ウェハ６に対して、各ウェハの上方にＣｕ膜８７を成膜し、上述の熱処
理を行った後、２次イオン質量分析装置（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａ
ｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）を用いて、深さ方向の各元素（Ｃｕ、Ｔａ、Ｎｉ、Ｆ
）の量を測定した。
（実験結果）
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　熱処理前後におけるウェハ３の結果を図６に示し、ウェハ６の元素分析の結果を図７に
示す。図６について考察すると、熱処理前において認められたＣｕ、Ｎｉのピークは、熱
処理後に消滅しており、これら両金属は合金化したものと考えられる。また合金化した金
属への、フッ素の拡散も認められ、ＮｉはＣｕ、Ｆの両元素に対し十分なバリア性を持っ
ていないことがわかる。一方図７から考察すると、ウェハ６の各元素の２次イオン強度は
、深さ方向に置いて熱処理前後でほとんど変わらず、つまりＣｕ、Ｆの拡散は発生してお
らず、バリア膜として最適なものであることが判明した。
（実験例４：結合エネルギー）
　次に、以上の実験において良好な結果を示していたウェハ６に対して、ウェハ６中のＴ
ｉ膜８３がどのようになっているかを調べるため、以下の実験を行った。実験にはＸ線光
電子分光法（ＸＰＳ：Ｘ－ｒａｙ　Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｏｓｃｏｐ
ｙ）を用いて、熱処理前後におけるＴｉ膜８３の上層（Ｔａ膜８４付近）、Ｔｉ膜８３の
下層（ＣＦ膜８２付近）のチタン化合物の結合エネルギーを測定した。尚、この実験は、
Ｃｕ膜８７を成膜せずに行った。
（実験結果）
　この結果を図８に示す。熱処理前のＴｉ膜８３の下層において、炭化チタンと酸フッ化
チタン（ＴｉＯＦ）とに帰属されるピークが確認された。これは、既述の通り、Ｔｉ膜８
３が成膜される時にチタンの表面が活性化して、ＣＦ膜８２中の元素（炭素及びフッ素）
と反応を起こしたものと考えられる。一方、熱処理後には、炭化チタンのピーク強度は増
加していたが、酸フッ化チタンのピーク強度の変化は見られなかった。このことから、Ｔ
ｉ膜８３の下層では、熱処理によって炭化チタンが選択的に生成したと考えられる。
【００４０】
　また、Ｔｉ膜８３の上層では、熱処理の前後において酸フッ化チタンのピーク強度が変
化していなかったため、ＣＦ膜８２中のフッ素は、Ｔｉ膜８３の成膜時にＴｉ膜８３の膜
厚方向全体に亘って拡散しているものの、熱処理による拡散は進行しなかったことが分か
る。このことから、Ｔｉ膜８３はフッ素に対するバリア膜として有効に働いていることが
分かる。またＴｉ膜８３の上層のＴｉのピーク強度は熱処理によって減少しているが、こ
れはＴｉ膜８３下層で選択的に生成した炭化チタンに対し、上層のチタンが下層に供給さ
れたためと考えられる。
【００４１】
　なお、ＣＦ膜８２と接するＴｉ膜８３は、例えばウェハ１のＴａ膜８４が蒸気圧の高い
フッ化タンタルを形成したのと同様に、蒸気圧の高いフッ化チタンを形成するものと推測
することもできる。しかし実際にはＣＦ膜８２とＴｉ膜８３の界面付近にフッ化チタンが
選択的に形成され、これによりＴｉ、Ｔａは高融点金属という共通性の高い金属同士であ
りながら、Ｔａ膜はフッ素に対し十分なバリア性を示さず、Ｔｉ膜はフッ素に対し良好な
バリア性を示すことが判明した。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の半導体装置の製造方法の一例を示す断面図である。
【図２】上記の半導体装置の製造方法の一例を示す断面図である。
【図３】上記の半導体装置の製造方法の一例を示す断面図である。
【図４】本発明の半導体装置の製造方法を実施するための装置の一例を示す縦断面図であ
る。
【図５】本発明の実験例に用いたウェハ１～６の構成を示す断面図である。
【図６】実験例３の結果を示す特性図である。
【図７】実験例３の結果を示す特性図である。
【図８】実験例４の結果を示す特性図である。
【符号の説明】
【００４３】
１０　成膜装置
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１１　処理容器
１２　載置台
７０　ＣＦ膜
７４　Ｔｉ膜
７５　Ｔａ膜
７６　Ｃｕ配線
７８　バリア膜

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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